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令和３年６月１５日 

区 民 部 区 民 課 

 

江東区事務手数料条例の一部を改正する条例 

 

１ 改正の理由 

  国は、デジタル社会の形成に関する施策を実施することを目的に、個人番

号カードの利便性の抜本的向上、発行・運営体制の強化のため「行政手続に

おける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」を改正し、

個人番号カードの発行にかかる事務について、地方公共団体情報システム機

構（Ｊ－ＬＩＳ）が行うことを明確化した。この改正により、個人番号カー

ドの発行にかかる手数料の徴収についても各自治体からＪ－ＬＩＳへと変更

となることから、個人番号カードの再交付手数料を定める江東区事務手数料

条例の一部を改正する。 

 

２ 改正の内容 

  条例別表第二に定める、個人番号カードの再交付にかかる手数料を削除す

る。 

 

３ 新旧対照表 

  ２～３ページのとおり。 

 

４ 施行期日 

  令和３年９月１日 
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江東区事務手数料条例 新旧対照表 

現行 改正案 

本則 （略） 本則 （略） 

別表第１ （略） 別表第１ （略） 

別表第２ 区民部関係手数料（第６条関係） 別表第２ 区民部関係手数料（第６条関係） 

事務 手数料の

名称 

額 徴収

時期 

（略） 

６ 戸籍法第４８条

第２項（同法第１

１７条において準

用 す る 場 合 を 含

む。）の規定に基づ

く届書その他区長

の受理した書類を

閲覧に供する事務 

届書等の

閲覧手数

料 

書類１件に

つき ３５

０円 

閲 覧

申 請

の と

き 

７ 行政手続におけ

る特定の個人を識

別するための番号

の利用等に関する

法律に規定する個

人番号、個人番号

カード、特定個人

情報の提供等に関

する省令（平成２

６年総務省令第８

５号）第２８条の

規定に基づく個人

番号カードの再交

付 

個人番号

カードの

再交付手

数料 

１件につき

 ８００円 

再 交

付 申

請 又

は 再

交 付

の と

き 

８ 道路運送車両法

（昭和２６年法律

第１８５号）第３

４条第２項の規定

（同法第７３条第

２項において準用

する場合を含む。）

に基づく自動車の

臨時運行

許可申請

手数料 

１両につき

 ７５０円 

許 可

申 請

の と

き 

事務 手数料の

名称 

額 徴収

時期 

（略） 

６ 戸籍法第４８条

第２項（同法第１

１７条において準

用 す る 場 合 を 含

む。）の規定に基づ

く届書その他区長

の受理した書類を

閲覧に供する事務 

 

届書等の

閲覧手数

料 

書類１件に

つき ３５

０円 

閲 覧

申 請

の と

き 

７ 道路運送車両法

（昭和２６年法律

第１８５号）第３

４条第２項の規定

（同法第７３条第

２項において準用

する場合を含む。）

に基づく自動車の

臨時運行

許可申請

手数料 

１両につき

 ７５０円 

許 可

申 請

の と

き 



3 

 

臨時運行の許可の

申請に対する審査 
 

臨時運行の許可の

申請に対する審査 
 

備考 （略） 備考 （略） 

別表第３～別表第９ （略） 別表第３～別表第９ （略） 

    附 則 

  この条例は、令和３年９月１日から施行する。 

  

 

 


